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１．はじめに

　近年，提供されるサービスの質を問う社会の声

が高まりその要求に応えるための評価制度が様々

な分野ではじまっている。医療においても例外で

はなく，地域や患者の要望に応えるために病院が

改革を進める方法として，第三者評価が浸透しつ

つある（伊藤，２００３）。

　医療分野の第三者評価としては，���１，病院機

能評価などがあるが，本稿は病院機能評価を行っ

ている機関である日本医療機能評価機構に訪問調

査を実施し，医療機能評価の運営方法，評価手法，

得られた成果等に関する特徴や課題などについて

整理を行い，大学評価・学位授与機構が行ってい

る大学評価の手続き等を改善するための参考とす

べく考察を行ったものである。なお，訪問調査は

平成１７年２月２０日に実施された。

２．日本医療機能評価機構の概要

２�１　設立の趣旨・基盤

　財団法人日本医療機能評価機構は，病院機能評

価を行う第三者機関として１９９５年に設立された。

その設立の目的は，「国民の医療に対する信頼を

揺るぎないものとしその質の一層の向上を図るた

めに，病院を始めとする医療機関の機能を学術的

観点から中立的な立場で評価し，結果明らかと

なった問題点の改善を支援する」（日本医療機能評

価機構ホームページより）ことにある。

　運営の維持については，保健・医療・福祉に関

する団体および企業，被保険者を代表する団体，

一般企業，個人等から広く出資を募り，基本財産

を設けている。運営費としては，基金の果実，評

価を受ける施設が負担する審査評価料，医療機能

評価に関する委託研究の受け入れ，その他の収入

によって賄われている。

　職員数は約７０名で，主として事務的な業務に携

わっている。実際に病院の評価を行うのはサーベ

イヤーと呼ばれる評価領域に応じた専門家であり，

公募によって人材が確保されている。サーベイ

ヤーについては後に詳述する。

　日本医療機能評価機構において病院機能評価を

受審するかどうかは，病院からの申請に基づくが，

医療機関における第三者評価のしくみ
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要　旨

　本論文は医療機能評価を行っている日本医療機能評価機構への訪問調査とその考察についてまとめた

ものである。日本医療機能評価機構の概観，医療機関の評価プロセスおよびシステム，サーベイヤーの研

修プログラム，事務職員の役割などについてとりあげた。最後に高等教育における認証評価制度への示唆

について議論を行った。

キーワード

　第三者評価，日本医療機能評価機構，医療機能評価

＊　独立行政法人　大学評価・学位授与機構　評価研究部　助教
１　国際標準化機構（������������	
�����������
���
���������������）。１９４７年に設立された規格の統一を図る民間の国際機関。

���による医療評価は産業界での第三者評価活動を医療界に適用したという経緯をとり，基本的に過程の評価が中心と

なっている。
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２００２年より第三者評価（この日本医療機能評価機

構が唯一ではない）の認定施設であることが，診

療報酬に関連する施設基準の要件のひとつとして

取り入れられている２（伊藤，２００３）。全国にある

約９０００強の病院（２０床以上）のうち，２５００の病院

が２００６年３月２０日の時点で日本医療機能評価機構

に受審を希望し，うち１９９７の病院が認定を受けて

いる。こうした状況から病院機能評価の制度は着

実に浸透しているといえる。

２�２　事業概要

　日本医療機能評価機構では下記に挙げたような

事業を行っている。

１．病院機能評価

２．病院機能の改善支援

３．評価調査者の養成

４．医療機能評価に関する調査・研究開発

５．医療情報サービスの提供

６．認定病院の患者安全推進活動の支援

７．医療事故防止のための情報提供

８．医療安全支援センターの総合支援

９．医療機能評価に関する普及・啓発

　これらの事業をみると，病院機能評価を軸として

そのアフターケア，情報提供および啓蒙活動を含め

た統合的な事業展開を行っていることがわかる。

　特に，「２．病院機能の改善支援」および「６．認

定病院の患者安全推進活動の支援」などは，認定

した後のサポート体制であり，認定後に責任を

持った体制が整えられているといえる。また，日

本医療機能評価機構では，９．として「医療機能

評価に関する普及・啓発」を事業として位置づけ

ている。実際，パンフレットの他，ホームページ

にも「病院機能評価について」というリンクが

トップにあり，病院機能評価について誰でも容易

に理解を深めることができる。

２�３　第三者評価の実施の効果についての考え方

　日本医療機能評価機構では第三者による評価の

実施の効果を表１のように考えており，これらを

ホームページおよびパンフレットにおいて明確に

示している。

　病院機能評価と高等教育機関の認証評価で大き

く異なるのは，前者は自発的な申請に基づく認定

制で，後者は法律で定められた義務である点であ

る。したがって，病院機能評価の方が病院に受審

をしてもらえるように，特に病院にとっての効果

を明確にうたう必要があるため，表１のように病

院にとっての利点が並んでいるのが特徴といえる。

３．評価の方針と方法

　日本医療機能評価機構の病院機能評価は現在の

医療評価の国際標準ともいえる��������	
��

（１９６６）の提唱にしたがい，構造（���������），

過程（�������），結果（�������）の３つの視点

からの評価をめざしている。しかしながら，現在

の段階では，構造や過程を中心とした評価体系と

なっている。病院の最大の目的が「治すこと」で

ある以上，「治ったか治らないか」すなわち治療成

績，再発するかどうかなどのアウトカムに関する

指標を主体とした評価に移行すべきではないかと

いう意見も存在するが，慢性疾患の評価など多く

の問題があるために移行には至っていない。

　以下では，認定手順の概要等，実際の評価手続

きの詳細について述べる。

２　平成１４（２００２）年４月の診療報酬改定で「緩和ケア診療加算」，「緩和ケア病棟入院料」および「外来化学療法加算（新

設）」の施設基準の一つに「財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること」という医療評価が

導入された。

表１　日本医療機能評価機構の考える第三者評価の実施の効果

１．医療機関が自らの位置づけを客観的に把握でき，改善すべき目標もより具体的・現実的なものとなります。

２．医療機能について，幅広い視点から，また蓄積された情報を踏まえて，具体的な改善方策の相談・助言を受けること

ができます。

３．地域住民，患者，就職を希望する人材，連携しようとする他の医療機関への提供情報の内容が保証されます。

４．�職員の自覚と意欲の一層の向上が図られるとともに，経営の効率化が推進されます。

５．患者が安心して受診できる医療機関を増やすことになり，地域における医療の信頼性を高めることができます。
＊日本医療機能評価機構パンフレットより抜粋
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３�１　認定手順の概要

　病院機能評価は「訪問審査」とそれに先立ち実

施される「書面審査」によって構成されている。

　まず，受審を希望する病院は「受審申込書」を

評価機構に送付する。そして，受審申込受付後，

「受審病院説明会」へ参加する。この説明会はお

よそ二ヶ月ごとに開催され，実際の審査の流れや

仕組みについての説明がなされ，説明会において

「受審病院登録票」と「書面審査調査票」が配布

される。

　受審希望病院は説明会後二週間以内に「受審病

院登録票」を評価機構に提出する。続いて，「書面

審査調査票」および病院資料を評価機構に提出す

る。書面審査調査票の提出期日は，訪問調査希望

月の二ヶ月前となっている。書面調査は，書面審

査調査票にある「病院機能の現況調査」と「自己

評価調査」から構成されている。書面審査の分析

結果は次につづく訪問審査の事前の参考資料とし

て用いられる。

　訪問審査日は約１ヶ月前に通知され，訪問審査

当日の進行表が審査当日より３週間前までに病院

より機構に提出される。審査当日２週間前には

「書面審査サマリー（中間報告書）」が病院に送付

される。

　訪問審査は，病院機能を客観的に評価・判定す

る手法の研修を受け機構から委嘱されたサーベイ

ヤーが所定の人数のチームを作り，病院を訪問し

て「訪問審査調査票」に基づき所定の項目につい

て審査を行う。訪問審査は病院の規模によるが２

日から３日かけて管理者との面接および専門領域

についての面接，病院の各部署の訪問調査などが

行われる。

　訪問後，サーベイヤーは会議を行い，各自の評

価結果を持ち寄って検討を加え，サーベイヤーの

うち，とりまとめ責任者がその結果を踏まえて，

「審査結果報告書案」を評価機構に提出する。「評

価結果報告書案」は「評価部会」および「特別審

査員会議」で検証され，報告書の検討，修正，認

定の可否，判断に検討を要する事項についての合

議・判定が行われる。そして，「評価委員会」に提

案され，審査結果および認定証の発行／留保につ

いての審議が行われる。

　訪問審査から３～４ヶ月後に病院に対して認定

証の発行・留保を文書にて通知し，５～６ヶ月後

に審査結果の報告書が送付，公開される。

　認定証の有効期限は５年間で，認定更新申請は

認定有効期限の１年前から６ヶ月前までに行うこ

とになっている。また，認定証発行が留保された

場合，認定を受けるためには再審査が必要で，そ

の申し込みは審査結果報告書受領後１年以内と

なっている。

３�２　書面審査の構成

　病院機能評価における書面審査は説明会におい

て配布される「書面審査調査票」に基づく。この

「書面審査調査票」はページ総数２５０を超える大

部の冊子であり，「病院機能の現況調査」と「自己

評価調査票」によって構成されている。

　「病院機能の現況調査」は，施設の基本的な

データを記入する「施設基本票」，外来や病棟な

ど部門別の現況を記入する「部門別調査票」，循

環器系や呼吸器系などの診療領域別の診療内容を

記入する「診療機能調査票」，病院全体の収支の

状況や入院・外来単価について記入する「経営調

査票」から構成されている。これらは，開設者や

標榜科目，医師数，診療科別患者数，病床数，診

療機能と実施状況等，数字の記入や，該当する答

えの選択などによって回答する形式をとっている。

　一方の「自己評価調査票」は領域─大項目─中

項目─小項目のような構成をとっており，自己評

価の直接の対象項目は中項目と小項目となる。領

域は８，大項目は各領域でばらつきがあるが６３，

中項目総数１８８項目，小項目総数６０８項目となって

いる。

　表２は領域および大項目の一覧である３。大項

目にはそれぞれに含まれる中項目および小項目の

総数を示した。小項目は３段階（ａ：適切に行わ

れている／適切な形で存在する／積極的に行われ

ている，ｂ：中間，ｃ：適切さに欠ける／存在し

ない／行われていない），中項目は，小項目の回答

を勘案して総合的に５段階（５：極めて適切に行

われている／極めて適切な形で存在する／極めて

積極的に行われている／他の施設の模範になると

自負できる，４：適切に行われている／適切な形

３　中項目，小項の例については，表３を参照のこと。
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で存在する／積極的に行われている，３：中間，

２：適切さにやや欠ける／存在するが適切さに欠

ける／消極的にしか行われていない，１：適切で

ない／存在しない／行われていない）の選択を行

うことによって評価することが求められている。

基本的に病院を単位とした評価を行うが，一部病

棟ごとの自己評価を求めている部分も存在する。

また，各領域の最後尾には，自由記述欄があり，

特に努力していることや苦労している点などを記

述することができる。

３�３　自己評価調査票の役割および評価方針

　自己評価調査票は，文字通り病院に自らについ

て自己評価をしてもらうものであり，どのように

病院を審査するかという基準（��������）でもある。

受審を希望しなくとも購入することが可能である

表２　自己評価調査票の評価項目の領域および大項目（括弧内は中項目と小項目の各総数）

１．病院組織の運営と地域における役割

�　１�１　病院の理念と基本方針（２�６）

�　１�２　病院の役割と将来計画（２�５）

�　１�３　病院管理者・幹部のリーダーシップ（１�５）

�　１�４　病院組織の運営（３�９）

�　１�５　情報管理機能の整備と活用（２�６）

�　１�６　関係法令の遵守（１�３）

�　１�７　職員の教育・研修（２�６）

�　１�８　医療サービスの改善活動（１�３）

�　１�９　地域の保健・医療・福祉施設などとの連携と協

　　　　協力（４�１０）

�　１�１０�地域に開かれた病院（２�５）

２．患者の権利と安全確保の体制

�　２�１　患者の権利と医療者の倫理（５�１５）

�　２�２　患者─医療者のパートナーシップ�（１�２）

�　２�３　説明と同意（２�４）

�　２�４　患者の安全確保（２�７）

�　２�５　医療事故への対応（１�３）

�　２�６　病院感染管理（４�１２）

３．療養環境と患者サービス

�　３�１　接遇と案内（４�１４）

�　３�２　相談機能（２�６）

�　３�３　患者・家族の意見の尊重（２�９）

�　３�４　利便性とバリアフリー（３�１３）

　�３�５　プライバシー確保への配慮（２�９）

�　３�６　療養環境の整備（４�１２）

�　３�７　快適な療養環境（６�２５）

４．医療提供の組織と運営

�　４�１　診療部門（７�１９）

�　４�２　看護部門（６�２２）

�　４�３　薬剤部門（６�１９）

�　４�４　臨床検査部門（２�８）

�　４�５　病理部門（２�５）

�　４�６　画像診断部門（２�５）

�　４�７　放射線治療部門（２�６）

�　４�８　輸血・血液管理部門（２�４）

�　４�９　手術・麻酔部門（２�８）

�　４�１０�中央滅菌材料部門（２�５）

�　４�１１�集中治療室（２�８）

�　４�１２�救急部門（３�１０）

�　４�１３�栄養部門（２�８）

�　４�１４�リハビリテーション部門（２�９）

�　４�１５�図書室機能（２�５）

�　４�１６�診療録管理部門（４�１０）

�　４�１７�訪問サービス機能（３�１１）

�　４�１８�外来部門（３�１５）

５．医療の質と安全のためのケアプロセス

�　５�１　病棟における医療の方針と責任体制（３�４）

�　５�２　入院診療の計画的対応（１�３）

�　５�３　患者に関する情報の収集と伝達（２�４）

�　５�４　評価（アセスメント）と計画［全体の流れ］（３�７）

�　５�５　ケアの実施（各論の流れ）（１３��４２）

�　５�６　ケアプロセスにおける感染対策（１�５）

�　５�７　診療・看護の記録（１�５）

�　５�８　病棟での環境と薬剤・機器の管理（２�６）

６．病院運営管理の合理性

�　６�１　人事管理（５�１６）

�　６�２　財務・経営管理（６�２３）

�　６�３　施設・設備管理（４�２０）

�　６�４　物品管理（３�７）

�　６�５　業務委託（２�８）

�　６�６　病院の危機管理への適切な対応（４��１５）

７．精神科に特有な病院機能

�　７�１　入院時の評価，説明および入院形態の適切性

　　　　の適切性（４�１３）

�　７�２　入院中の処遇の適切性（４�１２）

�　７�３　精神科リハビリテーションと退院支援（２�７）

�　７�４　精神科における事務管理（４�９）

�　７�５　精神障害者の身体管理の適切性（２�６）

８．療養病棟に特有な病院機能�

�　８�１　療養病棟への適切な受け入れと人権への配慮

　　　　（２�６）

�　８�２　チームアプローチの適切性（２�８）

�　８�３　機能障害の診断とケアの適切性（６�１５）



栗田：医療機関における第三者評価のしくみ ��

ため，病院機能評価を受ける前のチェックシート

としても機能している。

　表３には自己評価項目の一例を示した。枠で

囲ってあるのは中項目，その下部の項目群が小項

目である。各項目の分類の目的で冠されているさ

らに大きな区分（領域）および大項目は，上部が

１．病院組織の運営と地域における役割，１�１　病

院の理念と基本方針，下部が５�医療の質と安全の

ためのケアプロセス，５�２　入院診療の計画的対応，

である。１．に区分される第１領域（日本医療機

能評価機構ではこう呼んでいる）は病院単位，５．

の第５領域は病棟ごとに評価することになってい

る。

　また，表中には省略したが，各小項目には実例

や注釈がついている。例えば，１�１�１�４　であれば

「年に一回は見直し・検討がなされている」，「基

本方針の内容が陳腐化していなければよい」とい

うような記述があり，評価する際の判定の参考と

することができる。

　中項目が１８８項目，小項目が６０８項目という数を

考えると全体として評価項目が多いという印象を

受けるが，全てが選択式かつ具体的な項目内容と

なっているため，回答に要する負担は記述式の場

合よりも軽いと思われる。しかし，逆に評価項目

が具体的であるが故に，病院の機能について評価

項目に沿った形で子細に自己評価と改善を行うこ

とが要求されている。

　日本医療機能評価機構では自己評価調査票の評

価方針としては，平均点がよいというよりも，各

項目において低い点がないというのが医療の質の

高さと考える立場をとっている。また，ランキン

グという考え方も持っておらず，医療の質をあげ

てゆくことを目的として評価が行われている。

　また，評価項目の特徴の一つとして，病院を組

織総体としてとらえ，その組織の審査という立場

をとっていることが挙げられる。そのため，廃棄

物の管理や患者の待ち時間といった，病院の管理

体制に関する項目が項目総数に占める率が高い。

このことに対しては，医療の質とは本来「治った

か，治らないか」というアウトカムをみるべきで，

アウトカムを中心とした評価を重視すべきではな

いかという意見もあり，現段階での大きな論点と

されている。

３�４　訪問審査

　訪問審査は，病院の規模により２日もしくは３

日かけて行われる。病院内の訪問先等，スケ

ジュールはあらかじめ病院側によって確定されて

いる。病院の規模に応じてサーベイヤーチームの

規模も決まっており，大きい病院の場合診療専門

のサーベイヤー２名，看護専門のサーベイヤー２

名，事務管理専門のサーベイヤー２名にリーダー

１名を加えた７名，小さい病院の場合診療専門の

サーベイヤー１名，看護専門のサーベイヤー１名，

事務管理専門のサーベイヤー１名にリーダー１名

を加えた４名が訪問する（これらサーベイヤーに

ついては６�１を参照のこと）。

　各サーベイヤーが専門領域に応じて，訪問箇所

を分担し評価項目に関する確認を行うが，病院の

総体としての評価項目の判断には全ての診療科を

表３　評価項目の例

�　１�１�１　理念および基本方針が確立されている（５・４・３・２・１・��）

�　１�１�１�１　理念および基本方針が明文化されている� （ａ・ｂ・ｃ・��）

�　１�１�１�２　基本方針は病院運営上の目標を明確にして策定されている� （ａ・ｂ・ｃ・��）

�　１�１�１�３　理念または基本方針には，患者の立場に立った医療の実践に関わることがらが文言に

　　　　　表されている� （ａ・ｂ・ｃ・��）

�　１�１�１�４　基本方針は定期的に見直されている� （ａ・ｂ・ｃ・��）

�　５�２�１　入院の決定と説明が適切に行われている（５・４・３・２・１・��）

�　５�２�１�１　入院の目的が明確にされている� （ａ・ｂ・ｃ・��）

�　５�２�１�２　入院診療計画が適切に作成されている� （ａ・ｂ・ｃ・��）

�　５�２�１�３　入院について説明がなされ，患者が理解し同意したかを確認している� （ａ・ｂ・ｃ・��）
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まわるのではなく，主たる診療科（あらかじめ病

院側が指定）を確認することによって総合的な評

価を行う。診療科で質の差異がみられた場合には，

基本的には質の保証という観点から悪い面につい

ての指摘を行い，平均をとることはしない。

３�５　判定の基準

　サーベイヤーチームは訪問後に判定についての

打ち合わせを行うが，明文化された基準が示され

ている判定指針にのっとって，合議により判定が

行われる。想定外の状況や地域の特殊性などガイ

ドラインにない判断を求められる場合にはサーベ

イヤー間の判断の相違がありうるが，基本的には

合議をつくし，それでも結論がまとまらない場合

にはリーダーに一任ということもありうる。

　基本的には病院の機能や規模などによって判定

基準のダブルスタンダードがあってはならないと

いう立場をとっているが，病院組織として認定す

るかどうかの判断においては勘案がなされること

がある。

３�６　異議申し立てのしくみ

　受審病院が審査結果に不服の場合には異議申し

立てをすることができる。誤字脱字のレベルであ

れば即座に訂正を反映させるが，評価に関わる場

合には評価委員会が開かれ，それでも解決に至ら

ない場合には，異議審査委員会という組織による

審議という手続きになっている。

　評価に関わる異議申し立てについて，評価の根

拠となった事実認識が異なる場合には，サーベイ

ヤーにもその事項について確認がなされる。結果

として，事実誤認に基づいた評価がなされていた

場合には，評価委員会において評価結果の訂正が

行われる。一方，事実は正しく認識されているも

ののその解釈が異なる，すなわち解釈の相違に基

づいた異議である場合には，機構の評価方針を説

明し納得をしてもらうという方法をとっている。

これで病院側が納得できなければ異議審査委員会

に諮られることになるが，現在のところ異議審査

委員会に持ち込まれた例はない。

３�７　最終的な判断について

　日本医療機能評価機構では，審査の結果認定を

受けられなかった病院について「非認定」という

判断はない。新規受審の場合は認定／認定留保，

更新の場合には認定／条件付き認定，の二通りの

判断がなされる。また，認定留保および条件付き

認定という状態は公表されない。これらの場合に

は，改善要望事項が送付され，その後改善がみら

れた段階で認定という手続きが行われる。基本的

には「認定」が得られるまで改善のサポートを行

う。

　改善要望事項が出された病院に対しては「窓口

相談」においてサーベイヤーが対応して再認定に

向けての準備を援助するというシステムを備えて

いる。

４．評価項目の変更手続きについて

　現在自己評価調査票は����５となっているが，

医療の進歩と認定期間５年ということを鑑み，一

定間隔で見直しが図られている。だいたい５年に

一度枠組みを変えるような大きな変更がある他，

２～３年に一度運用上の課題の解決のための見直

し等が行われる。改訂を行う組織としては，項目

の解釈など運用面を検討する常設の検討部会と改

訂のときにのみ構成される検討部会の二種類があ

り，これらはベテランサーベイヤーを中心とした

メンバーによって構成される。この他，特に大き

な変更については受審病院などを含めた改訂部会

が存在する。一定の改定案がまとまったところで，

ドラフト案が公表され，事実上パブリックコメン

トの機会も設けられている。

　改訂を重ねている現段階の課題としては，評価

項目が多くなる傾向にあるという点である。この

ことに対しては，病院側の負担を考慮して集約を

すべきという問題意識が常にあるが，こうした現

象は病院の評価をする上で医療の高い質を保証す

るための漏れのない審査を目指す結果として生じ

ていることから，この課題を解決するのは容易で

はないという認識が持たれている。

５．事務職員の役割

　日本医療機能評価機構では約７０名という事務職

員の規模で，月に２０～３０件という審査を扱ってい

る。この人数でこれだけの件数を処理できるのは，

事務職員の職責の範囲が比較的小さい一方，サー

ベイヤーの果たす役割が大きいためであると推察

される。
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　事務職員の主たる役割は審査のプロセスを円滑

に進めるための補助的な働きをするということで

ある。受審の申し込みの受付や書類の授受，訪問

調査および各種委員会の日程調整，会議に関わる

資料の準備などが主たる業務となる。また，これ

ら審査行程の部分ごとの担当制がしかれており，

サーベイヤーのチームごとのプロセスを特定の事

務職員が一貫して担当するという方式はとってい

ない。受審の受付を通年で行っているという実施

形態も月や季節による特異的な繁忙期を発生させ

ないという点で効率的であるといえる。

　また，評価報告書の作成は全てサーベイヤーの

責任であり，このプロセスに事務職員が関わるこ

とはない。また，訪問審査についても日程調整は

事務の職責であるが，同行はせず，サーベイヤー

のみで訪問審査が行われる。

６．評価者について

　病院機能評価を行う評価者のことを日本医療機

能評価機構ではサーベイヤーと呼んでおり，現在

１�０００人の登録者が確保されている。ここではサー

ベイヤーの人選，研修制度などについてまとめる。

６�１　サーベイヤーの人選

　サーベイヤーには病院を評価する観点により，

診療，看護，事務管理という３つの区分がある。

それぞれサーベイヤーになるための職務経験に関

する基準が設けられており，診療の場合は院長経

験５年以上，看護の場合は看護部長５年以上，事

務管理の場合はマネージメント５年以上の経験が

必要となる。公募制をとっており，履歴書と小論

文の提出を求め，それらによって採否の判断が行

われる。

　日本医療機能評価機構の病院機能評価の趣旨に

賛同した人々が応募をしてくるわけであるが，日

本の医療および病院をよくしようという精神を

もってサーベイヤーを志す人が多数を占めるため，

サーベイヤーを評価作業の主体とした病院機能評

価のシステムがうまく機能しているとされる。

６�２　研修

　サーベイヤーに採用が決まると，まず４泊５日

の研修への参加が求められる。研修の主たる目的

は評価項目の趣旨の理解であるが，心構えなどの

倫理綱領などもプログラムに含まれる。また，実

際に病院に出向き抜粋項目で審査を行うというシ

ミュレーションが組まれているのも特徴である。

　第一回目の審査への参加は���（���������	�

��������：実地訓練）の扱いとなり，正規のサー

ベイヤーのグループに随行の形式をとる。グルー

プの人数は病院の規模により４名または７名であ

るが，���が参加するのは７名で構成される方の

グループである。二回目から正式なメンバーとな

り審査に加わる。

　病院ごとに組まれるサーベイヤーグループには

必ず一人リーダーが含まれている。リーダーはグ

ループの意見をまとめ，報告書作成の義務を負う

という責任がある。リーダーになるためには半日

のリーダー研修が用意されている。

　その他の研修としては，評価部会に入るための

研修会や改訂ごとに開催される研修などがある。

６�３　サーベイヤーの評価

　サーベイヤーの評価システムとしては，受審を

した病院側にサーベイヤーについての評価を依頼

し，その結果を利用するという形式が用いられて

いる。病院機能評価の審査においてサーベイヤー

は，判定指針にそった判定という原則にのっとり，

判定のための情報収集という立場が求められる。

したがって，この方針に適さないと判断されるよ

うなケース，例えば，病院側からの評価としてあ

まりに指導的な発言が多いというような評価が得

られた場合には，結果としてサーベイヤーの登録

から外れることもある。

７．おわりに

　　─大学評価・学位授与機構における
　　　現行認証評価システムへの示唆─

　ここでは，日本医療機能評価機構の病院機能評

価の仕組みと大学評価・学位授与機構が行ってい

る評価事業を比較し，考察を行う。

７�１　評価のサイクルおよび事務職員の評価プロ

セスにおける責務

　現在大学評価・学位授与機構における認証評価

の受付時期は年に一回であるため，年間の作業量

に大きな変動がある。これは人的資源が年間にわ

たり不足もしくは余剰となることを意味する。ま
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た，評価を希望する機関数の変動に対する対応策

も必要である。

　既にみたように日本医療機能評価機構は大学評

価・学位授与機構に比して少ない事務職員ではる

かに多い件数をこなすことができているが，この

要因の一つとして，年間を通じた受付をしている

ということが挙げられるだろう。高等教育機関は

病院と異なり，学生の入学，卒業など明確な年間

サイクルが存在するため，申請時期が均等にばら

つく可能性は低いが，それでも通年の評価の受付

は作業量を平滑化する一定の効果は挙げられるの

ではないだろうか。

　また，日本医療機能評価機構では，職員の職責

が大学評価・学位授与機構のそれと比して軽く，

効率化されている。例えば，評価プロセスの関わ

り方が受審機関を担当するのではなく，プロセス

の流れの一部を担当するという方式を採用してい

る。また，訪問に際して職員は同行することはせ

ず，リーダーとなるサーベイヤーがその責任を持

つ。

　同じ人的資源で今後何倍もの機関を評価するた

めには，こうした事務職員の作業形態の工夫や職

責範囲の軽減を考慮する必要があるのではないだ

ろうか。

７�２　評価者の研修システム

　日本医療機能評価機構の評価のシステムがうま

く機能している要因として指摘しておくべきは，

評価者であるサーベイヤーの質の高さであろう。

サーベイヤーになるには一定の基準があるが，さ

らに応募者に対しても審査がありこれを通過して

はじめて採用となる。また，サーベイヤーとして

の活動前に，４泊５日の研修が実施される。研修

の日程自体の長さからもわかるように，実際に病

院に出向き訪問調査のシミュレーションを行うプ

ログラムが組まれるなど，内容も充実したものと

なっている。さらに，研修終了後の第一回の参加

は���扱いとなっており，本格的な参加の前に

シミュレーションも含めて２回の“評価の予行演

習”が組まれていることになる。こうした，手厚

い研修のシステムが評価の信頼性を保証している

といえるだろう。

７�３　認定後のシステムについて

　日本医療機能評価機構の事業に挙げられている，

「２．病院機能の改善支援」および「６．認定病院

の患者安全推進活動の支援」などは，認定した後

のサポート体制であり，認定後に責任を持った体

制が整えられている。

具体的には，改善支援については，（１）窓口相談，

（２）訪問受審支援（これは受審前のサポート），

（３）専門相談員派遣の３つが用意されている。患

者安全推進活動に関しては，ジャーナルの発行や

セミナーおよびフォーラムの開催等がある。

　これらは認定した機関の質の保証を維持するた

めのシステムであり，こうした体制は高等教育機

関の認証評価制度においても今後参考になるシス

テムといえるだろう。

７�４　広報

　事業の「普及・啓発」は認証評価制度にとって

も同様に重要で，制度が始まった現在その認知度

を高めることは重要な課題の一つとなっている。

新聞や雑誌，報道機関などマスメディアへの露出，

ホームページなどによる情報の発信など様々な手

段が考えられる。特にホームページは今や情報発

信／取得のもっとも身近な環境となりつつある。

しかしながら，大学評価・学位授与機構のホーム

ページでは，例えば，「大学の認証評価制度とは」

をわかりやすく紹介する項目はトップページには

見当たらない。

　大学評価・学位授与機構のホームページが発信

する情報のありかたを見直すなど，大学などの受

験生やその親，現役の学生および企業等，多くの

ステークホルダーに認証評価制度を説明する責任

についてあらためて考える必要があるだろう。そ

のためには広報部門の強化・整備が不可欠である

と考えられる。

７�５　おわりに

　高等教育機関の認証評価制度ははじまったばか

りの制度である。したがって，まだシステム自体

が成熟しているとはいえず，今後大学評価・学位

授与機構においても数々の評価手法などの改善を

してゆくことになるだろう。そのためには自らの

システムを常に顧みる態度が不可欠であり，他国

の高等教育の評価制度のみならず，今回のインタ
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ビューのような他の領域の第三者評価のしくみの

調査・検討が有効であると考えられる。他評価機

関および他領域との類似性や相違点に関して議論

し，適用可能性や独自性について，検討を重ねる

ことで，大学評価・学位授与機構の評価システム

が日本の高等教育の質の向上により貢献するもの

となってゆくであろう。
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